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青山学院大学図書館本館における学位論文の取扱いについて
学位論文は青山学院大学本館において以下のように取り扱います。予めよくお読みください。
《利用目的》
学位を授与した博士論文・修士論文（以下、総称して学位論文）は、本館保存書庫の所定の書架に配架して利用者の閲覧に供し、電子的な手段によって蓄積・提供することにより、貴重な情報資源として教育・研究活動の推進に役立てます。
具体的には、「修士論文利用承諾書」により許諾いただいた上で、以下のようにサービスを提供します。
1.目録情報の公開
・青山学院大学のオンライン蔵書目録OPACまたは学位論文データベースなどへ論文の目録情報・抄録を登録し、検索できるようにします。
（登録する目録情報：著者氏名，論文タイトル，抄録形態，学位，授与年度，出版年，学位授与年月日等）
2.冊子体の利用
・館内における閲覧
青山本館の保存書庫の書架に配架し、利用者に閲覧提供します。
以下のサービス（3.複写、4.電子媒体の複写・複製および公衆送信）については、別途任意での許諾をいただいた場合に実施いたします。ご協力いただければ幸いです。
3.複　写
・青山本館の利用者、あるいは他大学図書館・機関等からの学術研究上の求めに応じて、複写提供します。
※博士論文は公刊資料のため、著作権法第31条により、許諾がない場合でも論文の2分の1未満の複写は認められています。
4.電子媒体の複写・複製および公衆送信
・電子媒体へ変換した学位論文を、学位論文データベースシステム等によりネットワーク上で公開し検索・閲覧に供します。
＊｢4.電子媒体の複写・複製および公衆送信｣の利用許諾は、文学研究科は該当しません。
＊この利用許諾は、著作者ご自身の権利を制限するものではありません。青山学院大学図書館が著作物（修士論文）を利用することに関し、ご承諾いただくものです。
＊ご承諾いただけても、特殊な文字・図版（カラー）等がある場合データベース化が一部できない事があります。あらかじめご了承願います。
＊「全文テキスト」（フロッピー）を提出していただける場合、可能であれば「ＭＳ-ＤＯＳ形式のテキスト」での提出をお願いします。
（詳しくは大学図書館にお問い合わせください。またフロッピーは新品と交換します。）
以　上
＜問い合わせ先＞　※上記について、ご質問がある場合には、以下へお問い合わせください。
青山学院大学図書館　　　担当：収書課整理係　　　電話：03-3400-3429　　FAX：03-3407-4472

修士論文利用承諾書

　　　　年　　　月　　　日

　私は、青山学院大学図書館より依頼のありました著作物への以下の項目に関し承諾いたします。

修士論文題目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
研究科：　　　　　　　　　　　　　　　　　　
専攻：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

学生番号：　　　　　　　　　
　　氏　名：　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

許諾項目：＜1.目録情報の公開＞＜2.冊子体の利用＞

以下の２項目は任意です。許諾いただける場合にはそれぞれに氏名・印鑑をお願いします。

＜3.複　写＞

· をしてください。（一部 ・ 全文）

　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
＜4.電子媒体の複写・複製および公衆送信＞　※この項目は、文学研究科は該当しません。

　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
＜目録情報の公開＞
・青山学院大学のオンライン蔵書目録OPACまたは学位論文データベースなどへ論文の目録情報・抄録を登録し、検索できること。
（登録する目録情報： 著者氏名，担当教員名，論文タイトル，抄録，形態，学位，授与年度，出版年，学位授与年月日等）

＜冊子体の利用＞
青山本館の保存書庫の書架に配架し、利用者に閲覧すること。

＜複写＞
青山本館の利用者、あるいは他大学図書館・機関等からの学術研究上の求めに応じて、複写を提供すること。
※博士論文は公刊資料のため、著作権法第31条により、許諾がない場合でも論文の２分の１未満の複写は認められています。

＜電子媒体の複写・複製および公衆送信＞ 
電子媒体へ変換した学位論文を、学位論文データベースシステム等によりネットワーク上で公開し検索・閲覧に供すること。

１）青山学院大学図書館が著作物（修士論文）を複写・複製（デジタル化）すること。

２）青山学院大学図書館が著作物（修士論文）を情報提供サービス（デジタルデータのホームページまたは国立情報学研究所等の

学術機関リポジトリ上での公開）すること。

